
20広報もとみや6月号

ここから下は広告欄です。内容についてのお問い合わせは、直接、広告主へお願いします。

　日時　　場所　　内容　　料金　　講師　　対象

　定員　　申込み　　問い合わせ先

時 場 内 料 講 対

定 申 問
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お知らせ　I N F O R M A T I O N

　　　

子
育
て
・
教
育

「
児
童
手
当
現
況
届
」
の
提
出
月
間
で
す

　

児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人
は
、
毎
年
６

月
が
「
現
況
届
」
の
提
出
月
で
す
。

　

こ
の
届
は
、
６
月
１
日
現
在
の
状
況
を
記
載

し
、
児
童
手
当
を
引
き
続
き
受
け
る
要
件
が
あ

る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
に
行
い
ま
す
。

「
現
況
届
」
を
提
出
し
な
い
と
、
６
月
分
以
降

の
手
当
を
受
給
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

※
提
出
が
必
要
な
人
に
は
、
６
月
上
旬
ま
で
に

通
知
し
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
現
況
届
に
必
要
な
も
の
】

①
印
鑑　

②
受
給
者
の
健
康
保
険
被
保
険
者
証

の
コ
ピ
ー
（
国
民
健
康
保
険
加
入
者
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
）　

③
そ
の
他
、
必
要
に
応
じ
て
提

出
す
る
書
類
が
あ
り
ま
す
。

【
提
出
期
限
】　

６
月
30
日
（
木
）

　

子
ど
も
福
祉
課　

子
育
て
支
援
係

☎
24-

５
３
７
５

く

ら

し

情
報
公
開
制
度
・
個
人
情
報
保
護
制
度
の

運
用
状
況
を
公
開
し
ま
す

市
で
は
市
の
取
り
組
み
・
活
動
を
市
民
の
皆

さ
ん
に
説
明
す
る
責
務
を
果
た
す
た
め
に
情
報

公
開
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
個
人
情
報
の
適
正
な
取
り
扱
い
と
個

人
の
権
利
利
益
の
保
護
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◆
情
報
公
開
制
度
運
用
状
況

本
宮
市
情
報
公
開
条
例
第
16
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
平
成
27
年
度
の
運
用
状
況
を
次
の
と
お
り

公
表
し
ま
す
。

●
開
示
請
求
件
数　

14
件

・
開
示
件
数　

13
件

・
取
り
下
げ　

１
件

◆
個
人
情
報
保
護
制
度
運
用
状
況

本
宮
市
個
人
情
報
保
護
条
例
第
31
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
平
成
27
年
度
の
運
用
状
況
を
次
の
と

お
り
公
表
し
ま
す
。

●
開
示
請
求
件
数　

５
件

・
部
分
開
示　

５
件

◆
個
人
情
報
の
訂
正
及
び
利
用
停
止
請
求

●
訂
正
請
求
件
数　

０
件

●
利
用
停
止
請
求
件
数　

０
件　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

総
務
課　

総
務
係　

☎
24 - 

５
３
０
１

検
察
審
査
員
に
選
ば
れ
た
ら
？

検
察
審
査
員
は
、
法
律
の
定
め
に
よ
り
、
選

挙
権
の
あ
る
人
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
検
察
審
査

員
候
補
者
か
ら
３
カ
月
ご
と
に
く
じ
で
選
ば
れ

ま
す
。

検
察
審
査
員
は
、
検
察
審
査
会
の
構
成
メ
ン

バ
ー
で
あ
り
、
検
察
審
査
会
は
11
人
の
検
察
審

査
員
が
、
会
議
に
お
い
て
、
交
通
事
故
の
加
害

者
や
窃
盗
、
傷
害
の
犯
人
を
検
察
官
が
裁
判
に

掛
け
な
か
っ
た
こ
と（
不
起
訴
処
分
）が
よ
か
っ

た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
一
般
国
民
の
良
識
に

従
っ
て
判
断
す
る
こ
と
が
主
な
仕
事
で
す
。

検
察
審
査
員
法
の
施
行
か
ら
、
こ
れ
ま
で
全

国
58
万
人
以
上
の
人
が
検
察
審
査
員
（
ま
た
は

補
充
員
）
に
選
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に

実
際
に
検
察
審
査
員
を
さ
れ
た
多
く
の
皆
さ
ん

か
ら
は
貴
重
な
経
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
感
謝

し
た
い
と
い
う
言
葉
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

い
つ
か
あ
な
た
も
検
察
審
査
員
に
選
ば
れ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
検
察
審
査
員
に
選
ば
れ
ま

し
た
ら
、
ぜ
ひ
会
議
に
出
席
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
検
察
審
査
会
の
窓
口
で
は
、
申
し
立

て
に
つ
い
て
の
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。
詳
し

く
は
、
郡
山
検
察
審
査
会
事
務
局
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

福
島
地
方
裁
判
所
郡
山
支
部
内　

郡
山
検
察

審
査
会
事
務
局

☎
０
２
４ -

９
３
２ - 

５
６
５
６

問

問

問平成28年経済サンセス -活動調査への
ご回答はお済みでしょうか
　調査員から調査票を受取られた事業所等の皆様は、
６月７日（火）までにインターネットでご回答いただ
くか、調査票を調査員へお渡しください。
　郵送で調査票を受取られた企業の皆様は、インター
ネットでのご回答または、  調査票を郵送しください。

総務省・経済産業省・福島県・本宮市
経済センサス-活動調査については、キャンペーンサイトをご覧ください。

http://www.e - census2016.stat.go.jp/

経済サンセス2016 　検 索

水道工事はお任せ　本宮市水道工事指定店会！
オ

オ

ナ

ミ

㈱（
３
３
―
１
０
０
１
）

　

本
宮
市
高
木
字
戸
崎
63
番
地
３

㈲
光
設
工
業
所（
３
３
―
１
８
９
５
）

　

本
宮
市
青
田
字
孫
市
２
番
地
25　

㈱
小

山

設

備（
３
３
―
３
０
３
１
）

　

本
宮
市
本
宮
字
仲
町
39
番
地

㈲
須
藤
住
機
工
業
（
３
４
―
５
５
２
８
）

　

本
宮
市
本
宮
字
小
幡
33
番
地
１

㈱
タ

カ

マ

ツ（
３
３
―
５
２
４
２
）

　

本
宮
市
本
宮
字
一
ツ
屋
12
番
地
７

㈲
浜
野
和
水
道（
３
３
―
２
７
８
８
）

　

本
宮
市
本
宮
字
塩
田
49
番
地
２

㈲
本

宮

設

備（
３
３
―
２
５
９
２
）

　

本
宮
市
本
宮
字
南
町
裡
１
４
４
番
地
１

㈲
三

和

設

備（
４
４
―
４
５
４
２
）

　

本
宮
市
和
田
字
作
田
３
番
地
１

真心・親切、お客様の足となり日々安全運転！
一般貸切旅客自動車運送業
　　　　小型バスから大型バスまで

〒969－1101　福島県本宮市高木字猫田53－１
0243－34－4450TEL 0243－34－4481FAX

観光・研修会・冠婚葬祭等バスのご用命は

協和交通株式会社
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ここから下は広告欄です。広告掲載を希望される人は、市役所秘書広報課へお申し込みください。

イ
ベ
ン
ト
・
講
座

募

集

健

康

福

祉

子
育
て
・
教
育

く
ら
し

　I N F O R M A T I O N　お知らせ

平成28年度福島県市民交通災害共済加入者を募集しています

　　

防災対策課　防犯安全係　☎24-5366　  白沢総合支所　市民福祉課 　生活安全係　白沢総合支所　市民福祉課 　生活安全係　☎44-2114　44-2114　

　福島県市民交通災害共済は、交通事故被災者の方を救済する目的で県内すべての市で実施している
制度で、国内の交通事故による災害の程度に応じて、見舞金が支給されます。万が一の事故に備え、
家族全員でのご加入をお勧めします。

　　●会　　   費　　　　年間１人　５００円●会　　   費　　　　年間１人　５００円
　●加 入 資 格　　　　本宮市に住民登録をされている人　●加 入 資 格　　　　本宮市に住民登録をされている人
　●共 済 期 間　　　　加入日の翌日から平成２９年 ３月３１日　●共 済 期 間　　　　加入日の翌日から平成２９年 ３月３１日
　●申 込 方 法　　　　各世帯に配布された申込書に会費を添えて、行政区長を通じてお申し込みをされるか、　●申 込 方 法　　　　各世帯に配布された申込書に会費を添えて、行政区長を通じてお申し込みをされるか、
　　　　　　　　   　市役所 防災対策課、白沢総合支所 市民福祉課へ直接お申込みください。　　　　　　　　   　市役所 防災対策課、白沢総合支所 市民福祉課へ直接お申込みください。
　●請 求 期 間　　　　事故発生日から２年間　●請 求 期 間　　　　事故発生日から２年間
　　　　　　　　　   　※請求に関する詳細は、申込書裏面の請求方法をご覧ください。　　　　　　　　　   　※請求に関する詳細は、申込書裏面の請求方法をご覧ください。
　●共済見舞金の額　●共済見舞金の額      等　　級 災  害  の  程  度 支給額

　　　１ 死亡した場合 100万
　　　２ 入院通院日数270日以上   30 万
　　　３ 入院通院日数200日以上   20 万
　　　４ 入院通院日数150日以上   15 万
　　　５ 入院通院日数120日以上   10 万
　　　６ 入院通院日数　90日以上     8 万
　　　７ 入院通院日数　60日以上     6 万
　　　８ 入院通院日数　30日以上     5 万
　　　９ 入院通院日数　  8 日以上     3 万
　　  10 入院通院日数　  7 日以下     2 万
重度障害見舞金 自動車損害賠償法施行令第１か第２の障害   30 万

問

　　　水銀使用廃製品の回収を行います
　市では、水銀による環境汚染を防止するため、水銀使用廃製品の回収ＢＯＸを設置し、窓口での回収を開始しました。
　使用しなくなった水銀体温計などは、次の回収場所で回収します。
　
   

生活環境課  環境係　   ☎24－5362
白沢総合支所　市民福祉課　生活安全係　☎44－2114
もとみやクリーンセンター　☎33－5499

問

 ■対象品目　  水銀体温計・水銀温度計・水銀血圧計（ご家庭で使われていたもの ）
 ■回収場所　  本宮市役所　生活環境課（１階 ）
　　　　　　   白沢総合支所　市民福祉課（１階 ）
 ■注　  意　  水銀は体内に入ると危険ですので、破損しないように注意しましょう。


